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「三重県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例案」について

【議案第52号関係】

1 改正理由

長ヶ発電所、宮川第三発電所、三瀬谷発電所、大和谷発電所及び青田発電所の譲

渡に伴い、地方公営企業法第2条第1項第6号の規定による電気事業を廃止し、同

時に同法第2条第3項の規定による電気事業を開始することに伴い、三重県公営企

業の設置等に関する条例の一部を下記のとおり改正します。

2 改正内容

( 1 ）第4条（経営内容）

公営企業の経営内容から、譲渡する発電所を削ります。

譲渡する発電所名 譲渡 日

長ヶ発電所 平成27年 4月 l日

宮川第一発電所 平成27年 4月 1日

三瀬谷発電所 平成27年 4月 1日

大和谷発電所 平成27年 4月 1日

青田発電所 平成27年 4月 l日

( 2）第2条（法の適用）

RD  F焼却・発電事業を主体とする電気事業を開始するために、同法第2条第

3項の規定に基づき伺法の全部を適用する旨を、第2条（法の適用）に規定しま

す。

3 施行期日

平成 27年4月1日から施行します。



【参考】

〔新！日対照表〕

改 正 案 現 f’T － 
（法の適用）

第二条 地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百 第三条 削除

九十二号。以下「法」という。）第二条第三項及

び地方公営企業法施行令（昭和二十七年政令第四

百三号）第一条第二項の規定に基づき、三重県電

気事業について、法の規定の全部を適用する。

（経営内容） （経営内容）

第四条 公営企業の経営内容は、次のとおりとする。 第四条 公営企業の経営内容は、次のとおりとする。

三二重県電気事業 三三重県電気事業

施設名 最大出力 供給先 施設名 最大出力 供給先

キロワット キロワット

長ヶ発電所 二、六00 

宮川第三発電所 一三、 000 
ゴ重ごみ固形 一二、 O五0 （略） （略）

=j頼谷発電所 一一、四00 
燃料発電所

大和谷発霊所 六、四00 

青田発電所 二、八00 

三重ごみ固形
一二、 O五O （略）

燃料発電所

（管理者及び組織） （管理者及び組織）

第五条 主主第七条ただし蓄の規定に基づき、公営企第五条 地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百

業に管理者一人を置く。管理者の職名は、企業庁 九十二号。広下「法」という。）第七条ただし書

長とする。 の規定に基づき、公営企業に管理者一人を置くロ

管理者の職名は、企業庁長とする。
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1 水力発電事業

( 1 ）譲渡の経過

－平成19年 10月

・平成 23年 8月

－平成24年 7月

・平成24年 9月

・平成25年 4月

・平成26年 4月

譲渡日

発電所名

分割した譲渡対価

（税抜き）

－平成 26年 12月

－平成27年 2月

－平成 27年 3月

電気事業について

中部電力（株）を相手先として交渉開始

「三重県水力発電事業に係る資産等の譲渡・譲受に関する

基本的事項の合意書j の締結

青田発電所の譲渡時期を変更する基本合意の一部変更

譲渡対価の支払方法に関する確認書の締結

青蓮寺発電所及び比奈知発電所の譲渡

宮川第一発電所、宮川｜第二発電所及び蓮発電所の譲渡

l回目 2回目 3回目

平成 25年4月！日 平成 26年4月l日 平成 27年4月l日

青蓮寺発電所 宮川第一発電所 長発電所

比奈知発電所 宮川第二発電所 宮川第三発電所

蓮発電所 ニ瀬谷発電所

大和谷発電所

青田発電所

1 0 7億円 2 6. 0億円 6 8. 3 i意円

5発電所を譲渡することに伴う重要な資産の処分に係る

予算議案の可決

「三重県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例案」の提出

5発電所を三重県企業庁から中部電力（株）へ譲渡する契約を

締結

－平成27年 4月 5発電所を中部電力（株）へ譲渡（予定）

( 2 ）平成27年度以降の事業運営

水力発電事業は、平成27年4月1日に全ての水力発電所の民間譲渡が完了す

るため終了となりますが、 Pc B廃棄物の保管・処理業務などの業務が残るため、

平成27年度以降のRD F焼却・発電事業を主体とした電気事業の中で、併せて実

施していくこととします。

この2つの業務の実態を明確にして透明性を確保するため、電気事業会計にお

いては、「RD F焼却・発電事業」と「水力発電（残務整理）Jの2つのセグメント

を設定して区分することとしています。
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2 RD F焼却・発電事業

( 1 ）三重県RD F運営協議会からの松阪市脱退について

ア 三重県RD F運営協議会の決議事項

三重県RD F運営協議会からの松阪市の脱退については、平成26年 8月

2 7日のRD F運営協議会理事会において、次のとおり決議されました。

【決議事項】

1 三重県RD F運営協議会からの松阪市の脱退は、以下2点を条件に平成

2 7年3月31.日付けで認めることとする。

( 1 ）平成26年度中に、松阪市、多気町、大台町及び大紀町の議会におい

て、香肌奥伊勢資源化広域連合からの松阪市脱退に関する議案が議決さ

れること

( 2）平成26年度中に、香肌奥伊勢資源化広域連合の規約変更許可書が三

重県から交付されること

2 確認書第4条第5項による脱退に伴う負担金額は、

金 195, 157, 935円とする。

香肌奥伊勢資源化広域連合は確認書第4条第3項に基づき、平成27年

5月 29日までに支払うものとする。

イ 決議事項への対応状況

香肌奥伊勢資源化広域連合（以下「香肌広域連合j という。）から平成27 

年 1月14日付けで、脱退の条件とされた2つの手続きが次のとおり完了した

旨の報告がありました。

【報告内容】

1 香肌広域連合からの松阪市脱退に関する各市町の議決

松阪市・・・平成26年 10月16日議決

大紀田J.・・平成26年 12月10日議決

大台町・・・平成26年 12月12日議決

多気町・・・平成26年 12月16日議決

2 香肌広域連合の規約変更等の知事許可

香肌広域連合を組織する地方自治体の数の減少及び香肌広域連合の規

約変更について、平成27年 1月5日付けで許可

その後、脱退に係る負担金が平成27年2月6日付けで松阪市から香肌広域

連合へ納付され、平成27年 2月18日の香肌広域連合議会において松阪市の

脱退が認められた旨、同連合から報告がありました。

これを受けて企業庁としては、香肌広域連合に対して平成27年2月19日

に脱退負担金の請求手続きを済ませており、年度内に振り込まれる見込みです。
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( 2 ）平成29年度以降の運営主体について

RD  F焼却・発電事業については、平成23年4月5日のRD F運営協議会総

会決議において、平成32年度末まで「県」を運営主体として事業を継続するこ

ととなっていますが、知事部局で行うか企業庁で行うかは決まっていません。

平成29年度以降の運営主体については、引き続き関係部局で協議し、決定し

ていきます。

( 3 ）訴訟経過について

RD  F貯蔵槽爆発事故等に係る富士電機（株）との聞の損害賠償請求訴訟につい

ては、平成 26年 12月 26日に第 19回口頭弁論が開かれ、弁論が終結しまし

た。

次回の期日（平成27年3月 19日）において、判決が言い渡される予定であ

り、今後も、弁護士とも十分相談し、適切に対応していきます。

［参考］民事訴訟の損害賠償請求額

県倶u : 22億5,653万4,672円

富士電機側側： 31億4,752万5,943円
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II 第2次中期経営計画の取組状況について

第2次中期経営計画（平成23～26年度）では、各事業の取組目標を明確にするため、

成果指標を設定し、その進捗管理を行っています。平成26年度の取組状況は、概ね以下

のとおりです。

水道用水供給事業

主要施設の耐震化については平成24年

度までに必要なすべての対策を完了してお

り、給水障害の発生もなく、水質基準も適合

しています。また、給水原価については計画

よりも修繕費等の営業費用が減少したこと

により、目標を達成する見込みです。

一方、水管橋の市擢化については道路橋下

部工との工程調整等により、設備の更新率に

ついては設備の延命化を図り、更新時期の見

直しを行ったことにより、それぞれ目標値を

下回る見込みです。

2 工業用水道事業

給水障害発生件数、給水原価及び新規・増

量契約件数については目標を達成できる見

込みです。

一方、主要施設の雨模化については詳細な

調査の結果、大規模な両棲化工事が必要とな

ったこと、 71<管橋の而f震化については道路橋

下部工との工程調整や、河川！改修工事との工

程調整により、目標値を下回る見込みです。

また、管路の更生率については必要な工事

区間の現地精査、設備の更新率については設

備の延命化、年間給水量については需要の減

少により、それぞれ目標値を下回る見込みで

す。
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指標

而主援要施化率設の（%） 100 

水再懐管橋化率の（%） 99. 4 98. 2 

設（%備）の更新卒 100 93. 3 

｜水適合質基率準（%） 100 

。
｜ 給（円柵/rrl) 

［工業用水道事業の取組状況｝

指標
平成26年度

目標値 実績値

主iii様要施化設率の（%） 92. 2 87. 5 

水而穣管化出荷率コ（%） 95. 9 90. 5 

管更路生率の（%） 100 71. 7 

設更備新の率（%） 100 45. 6 

発最制生立件障害数（件） 。 。
車（材円／く原rr価f) 24. 1 24.1 

年（百間万申制rrl)t量 225 205 

新件規数・（件増／量契年約） 5 5 
、．／ ' , ，..，，昔、』L T Tr.,....r,-,-, rl -J_川口十

；克函置
網掛け部分は、目標値達成見込みのもの



［水力発電事業の取組状況］

平成26年度

目標直一「五績値

宅成2E年度末

第3段階譲渡

100 

100 

30,400 
以下

設備の更新率（%）

指標

水力発電事業
譲渡（年度）

発電施設の
時援化率（%）

滋水電力量
（千kWh)

電気事業

( 1 ）水力発電事業

水力発電事業の譲渡については平成27 

年4月1日の5発電所（長、宮川第三、三i頼

谷、大和谷、青田）の譲渡に向けて準備を進

めています。発電施設の両撰化については平

成25年度までに必要なすべての対策を完

了しており、設備の更新率については計画ど

おり目標を達成する見込みです。また、電力

の安定供給に取り組み、供給支障は発生して

3 

68, 886 

50 

78, 331 

供給支障件数（件）

57 

供給電力量
（千・kWh)

察官Eま::5"C02
削減量（千t
C02) 

いません。

溢水電力量については作業等による溢水

の低減に努め、目標を達成しましたが、供給

電力量については上半期の降雨量が少なか

ったことから、目標値を下回る見込みです。

また、発電によるC02削減量は供給電力

量に比例するため、同様に目標値を下回る見込みです。

[RDF焼却・発電事業の取組状況］

平成26年度

目標11 I一言葉値
指標

当たりの I I 
発電量CkWh/tlI 1, 305 j; i, 341 
※実績値士、 H27年2月末時点の見込値

網掛け部改は、目標値達成見込みじともの

。RDF外部処濯
委託量（t)

(2) RD F焼却・発電事業

計画的に行ったタービ、ン事業者検査（平成

27年 1月24日～2月11日実施）に伴う

RD  F外部処理委託量53 5 tを除き、各製

造団体から持ち込まれたRD Fはすべて発

電所で焼却しています。

また、発電効率を示すRDF1 t当たりの

発電量については、目標値を土田る見込みで

す。

＜参考＞主な成果指標の説明

1 1権化率．而目震化する施設の割合
2 設備の更新率： 4年間四3～26年厨で更新する設備の更新割合

3 水質基準適合率：水道法の水質基準（51項目）に適合している割合

4 給水障害発生件数．水道／住民への車合7J<fこ支障が生じた水質事故や漏水等の件数
工業用水道／ユーザーが操業停止なと、の被害を受けた件数

給水原価・ ldの水道用水または工業用水を給水するのにかかる費用

管路の更生率・ 4年間佃23～26年劇で更生する管路の更生割合

溢水電力量・作業停止・故障停止により発電機を停止しなければ発電できたであろう電力量
供給支障件数：←般電気事業者に供給支障を発生させた事故の件数

RD F外部処理詰t量： RDFを発電所で焼却せず、外部処理した量

※タービン定期事業者検査に起因した外部処理委託量は除く
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第2次中期経営計画における成果指標（平成23～2 6年度）
事業 経営目標 指標伴侶 目指すべき状議 ！日23 1 H24 I T王25 I H26 区分

①浄水場等にお
浄水場等における主要施設の耐震化

ける主要施設
が計画的に実施され、水道府水が安 99. 2 100 100 100 の耐震化率
定的に性掛古できる状態であること

（%） 

－計画的tJ市街宣改 CZ 水管橋の耐震
水管橋の耐震化が計画的に実施さ

良ι推進
化率（%）

れ、水道用水が安定的に供給できる 93. 5 95. 9 97. 1 99. 4 
状態であること

cr設備の更新率
設備の老朽劣化対策が計画的に実施
されl、水道用水が安定的に供給でき 24.4 53. 3 84.4 100 水道 （%） 
る状態であること

－市町・民間事業者
④水質基準適合 水質基準に適合し、水道用水が安全

と連携した水質管
率（%） であること 100 100 100 100 

理強化の推進

－包括的な民間委託 ⑤給水障害発生 水道用水が安全で安定的に供給され 。 。 。
の推進 件数（件） ているとと
－建設・拡張事業の

＠船主原価推進 事業カ効率的防車営されているとと 113. 9 110. 5 111. 1 110. 1 
効率的な事業執行 （円／ぽ）

（工浄水場等にお
浄水場等における主要施設の耐震化

ける主要施設
が計画的に実施され、工業用水が安 78. 1 79. 7 85. 9 92. 2 の耐震化率
定的に供給できる状態であるとと

（%） 

②水管橋の耐震
水管橋の耐震化が計画的に実施さ
れ、工業用水が安定的に供給できる 77. 0 87. 8 95. 9 95. 9 

計画的td.I.蔵事宜良 化率（%）
＃議であるとと

の推進
管路の老朽劣化対策が計画的に実施

③管路の更生率
され、工業用水が安定的じ供給でき 13. 5 13. 5 82. 3 100 （出）
る1組員であること

＠：設備の更新率
設備の老朽劣イはオ策が計画的に実施

工 水 されし工業用水が安定的に供給でき l丘8 42. 1 66. 7 100 （児）
る状態であること

（§：件給数水障（件害）発生 工業用水が安全で安定的に供給され 。 。 。
ていること

－倒面的な民間委託
⑩跡原価 コスト削防茸などにより事業由法h率的の推進 24. 9 23. 8 24. 0 24. 1 

ー効率ふYょ事業執行
（円／ゆ I＝運営されていること

d洋早稲7k量 工業用水が安定的に側古されている
225 225 225 225 （百万nl) こと

・ユーザーとの協働 ＠新規・増量
新規需要に迅速、的確に対応してい

－未利用水等への対 契約件数 5 (5) 5 (IOI 5 (15) 5明日）
応 （件／年）

ること

H24年度 H25年度 H26年度

－民間譲渡
水力発電事業譲

目標年度までの円j骨T品寄佳o;完了 末第1段 米第2段 末第3段渡（年島
階譲渡 階譲渡 階譲渡

a発電施設の耐
主要施設t耐震化が計画的に実施さ
れ、電気が安定的に供給できる状態 97. 8 98. 9 lC 0 100 震化率（児）
であること

CZ設備の更新率
設備の老朽化対策が計画的に実施さ
れ、電気か安定的に供給出来る状態 30. 4 42. 9 66. 1 100 

7］く
(%) 

であること

安全・安定運転 ③溢水電力量
効率的な発電濯用と維持管理によ 6，日00 33, 500 34, 000 30, 400 力 り、安定的に電力カ喉給されている電 の取組 （千kWh) 以下 以下 以下 以下

計閥的な施設改 とと

良（改修） ι推進 ④供給電力量 電力が安定的に供非合されていること
296, 623 260, 495 246, 472 78, 331 

メ兵ゴし （千四＇h) （クリーンエネルギーの確倒

喧溌電による
C02開踊悲量 地球部霊化防止に賞献していること 217 190 180 57 

（千七一C02)
⑥供給支障件数

電力於韮淀的に有暗合されていること 。 。 。 。
（件）

⑦R D F外部処
発電宵fが量主Z在言動されLていること 。 。 。 。

R 理委託量（t) 

D －安全安定運転 ⑧RDFlt当
電力が安全・安定供給されていると

F たりの発電量
と（廃業防エネJレギーの有郊古用）

l, 305 1, 305 l, 105 l, 305 
(kWh/t) 

※目標値については、平成24年4月及び平成25年4月の見直し後のものです。
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E 第3次中期経営計画（最終案）について

（平成27年3月策定予定）

［第2章 「第2次中期経営計画Jの取組成果と課題（P2)

。計画的な施設改良の推進（P2l
－耐震化や老朽劣化対策を計画的に実施

キ引き続き、工事対象を精査したうえで実施

。市町、民間事業者、ユーザーと連携したf安全・安定J供給の取組（P2l
－水質検査機器を保有する 5市との「震災時等における水質検査機器の相
互利用に関する協定Jに基づく情報共有や、機器を保有していない市町
への水質事故等の初期対応について出前研修を実施するなど、関係者
との緊急時対応等の訓練を実施

＝字引き続き、市町等と連携した研修・訓練などの取組を実施

。技術継承による新たなステージでの技術力向上の取組（P2l
－業務に沿った専門研修を実施

キ引き続き、専門研修やOJ Tによる人材育成を実施

。「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善

｜市水道事業への一元制（P3l
－平成23年4月の志摩市への一元化後、県から市へ3年間職員を派遣し
OJ Tによる市職員への技術継承を実施

技術管理業務の包括的な民間委託I(P3) 
－平成24年度から工業用水道事業の委託範囲を見直し
－水道用水供給事業は、今後も個別に民間委託することを決定

二字工業用水道事業で、導入効果を検証しながら継続

171<力発電事業の民間譲渡I(P3l 
－平成23年8月に中部電力側と譲渡・譲受に関する基本的事項の合意書
を締結し、平成25年度から順次民間譲渡を実施

キ平成27年4月1日で全ての水力発電所を譲渡完了

IRDF焼却・発電事業の新たな運営主体への移管I(P3) 
－平成29年度以降の事業主体を「県」とすることを協議のうえ決定
．平成27年4月1日の新たな特別会計の設置に向けた手続きを実施

キ平成29年度以降の事業主体である「県」の担当部局について、
協議のうえ決定していく

。その他の取組

腫設・拡張事業の的確な推進I(P4) 
－平成27年4月の大台町への新規給水に向け、送水管布設工事等を実施
・北中勢水道用水供給事業（長良川水系）の取水・導水施設について、
関係者と協議の結果、 7年間の事業延伸を決定
二今引き続き、平成32年度からの取水・導水施設整備に向けて、関係

機関と協議を実施

鴻境に配慮した事業活動の取組I(P5l 
• IS014001環境マネジメントによる環境活動を実施

二字引き続き、環境活動への継続的な取組を実施

経営基盤の強似（P5)
－事業の変化をふまえ、組織体制の見直しを実施

斗今後も社会環境の変化に対応した柔軟で効率的な組織体制を整備
．大規模災害発生時の企業庁独自の参集体制に基づく研修・訓練を実施

キ引き続き、危機発生時の迅速な対応がとれるよう取組を実施
・ IS09001を活用した業務の継続的な改善

二争引き続き、安全・安心な製品を安定供給できるよう取組を実施

・繰上償還等による支払利息の軽減、新規企業債の発行抑制
＝字引き続き〉健全経営の取組を実施

第1章・.・...策定の趣旨伊1)

平成27年度以降も引き続き「三重県企業庁長期経営ビジョンJにおける経営目標の達成に向けた具体的な取組が行えるよう、

「第3次中期経営計画（平成27年度～平成28年度）Jを策定し、効率的で透明性の高い企業経営を持続させます。

第3章経営の状況（P12) ] ［＞「第3次中期経営計画jにおける成果指標 J

画亙豆函姐（Pl3) 
・平成23年度は志摩市への一元化により減少
その後は、微減傾向で推移

医主亘園（Pl3) 
－給水収益は、減少傾向

j:;p:成28年度目標値I(P32) 

a:浄水場等における主要施設の耐震化率 100% 

②水管橋の耐震化率

a管路の耐震化率

④設備の更新率

⑤水質基準適合率

⑥給水障害発生件数

⑦給水原価

98. 8% 

4. 4% 

100% 

100% 

0件

111. 7円／ぱ

平成26年度見込

．純利主主主盤L王互E

．長期債務残高

290億 4千万円

崎設の整備状況I(Pl 4) 
・大台町への新規給水開始に向けて送水管の布設工事等を実施
－北中勢水道用水供給事業（長良川水系）は、取水口整備を7年間延伸

品
｜経営にあたっての留意点I(Pl 5) 
－給水原価は全国平均より高い状況、給水人口の減少や給水収益の減
少、計画的な施設の改良・更新が必要

ニ争 施設の長寿命化、計画的な施設改良

胎水量の状況（P17l
・平成23年度以降、微減傾向で推移

匝函姐（Pl7) 

－多度工業用水道の給水先の使用廃止により
平成26年度の給水収益が減少

随設の整備状況I(Pl Bl 
. 4年間でよ全企の新規又は増量の給水を実施
・水管橋の落橋防止などの耐震化や、耐用年数の経過した施設の老朽劣化
対策を計画的に実施

ヰ事
｜経営にあたっての留意点I(Pl 9) 
－給水原価は全国平均より高い状況、計画的な施設の耐震対策が必要

＝今未売水の利用促進、品質を確保したコスト削減

平成26年度見込

．純利益 2盈Z壬夏目

・長期債務残高

162億5千万円

｜平成28年度目標倒（P39)

①浄水場等における主要施設の耐震化率 96. 9% 

②水管橋の耐震化率

③制水弁の更新率

94. 6% 

10. 2% 

④設備の更新率 69. 8% 

II （第3次で追加更新分） 100% 

⑤給水障害発生件数

⑤給水原価

⑦年間給水量

③新規・ i骨量契約件数

0件

~旦4豆
207百万rri

5件／年

供給電力量等の状況I!P21l 
水 力：平成23年度および平成25年度は潟水や水害により目標を下回る
RD  F：平成25年度まではほぼ横ばいで推移し、平成26年度は志摩市の

脱退により減少 … 山山……
；平成26年度見込

反語函（P21) ：・純損失盤丘互旦

時水力発電所の民間譲渡による供給電力量の：．長期債務残高
気...i 大幅な減少により収益が減少 ； 8億6千万円

RDF 回定価格買取制度の適用や売電先を入 L....... h ……………  
札で決定したことによる平均売電価格の上昇により収益が増加

怖設の整備状況I(P22l 
・青田発電所については、災害復旧を完了し平成27年立且に運転を再開

電

事

業

経営にあたっての留意点｜（刑 事
RD  F ・①平成27年度以降は、任意適用事業として経営

②引き続き、安全で安定した運転管理が求められている

ご今 売電電力の入札による収益確保、経費の節減、安全・安定運営

！平成28年度目標値I(P44) 

①R D F外部処理委託量 Ot 

②R DFltあたりの発電量 l, 310kWh/t 

③電気事故件数 o件

④発電所ボイラーの清掃自主点検 6回／年

9 



事業展開を支える取組(P25) 今後2年間の重点的な取組第4章

第6章環境ペの配慮・地域
貢献活動 (P48) 

。環境に配慮した事業活動｛P48)
・「みえ成果向上サイクル（スマ
ートサイクル）Jの取組

・再生可能エネルギー導入等地球
温暖化対策の取組

－省エネ機器への転換

。施設開放等による地域貢献活動
{P49) 

・スポーツ・レクリエーション
施設としての開放

－震災時における施設の提供
．地域との交流

第手室経営基盤の強化三戸
......... ・ ...... x ＞～勺三：：（P50)

①柔軟で効率的な組織体制の整備
{P50) 

・組織改正、定員管理、適正配置

②技術継承と人材育成｛P50)
－計画的な研修、実践的OJT実施
・業務上必要な資格取得の支援

③危機管理体制強化の取紐｛P51)
－危機管理マニュアルや企業庁独
自の参集体制に基づく研修・訓
練の実施

・0 Bボランティア、市町、業界
団体と連携した訓練の実施

自
民
U

司

1
9
ι

＆
み
山

m
n
v
t

一
取
｛

ロ
刀業

一
事の

章

他
5
の

第

そ
4「企業庁のあり方に関する

基本的方向Jの具体化によ

る経営改善 (P27) 

技術継承による新たな

ステージでの技術力

向上の硝且 (P26) 

3 市町、民間事業者、ユーザ

ーと連携した「安全・安定l

｛共品卸河R組問。

2 
計画的な施設改良の推進

(P25) 

。建設・拡張事業の的確な

推進（P28)

－北中勢水道用水供給事業
（長良川水系）の施設整

備期間延伸に伴う事業認
可の変更手続

。効率的な事業執行（P31)

－コストと品質を重視した
適切な維持管理による
施設の長寿命化

Ic市水道事業への

｜ 一元化

¥. ［第2次中計で完了］

－事業者責任を果たし
「安全・安定」供給を
確保する観点から
包括的な民間委託は
導入せず、運転監視
業務等を個別に民問
委託

。技術管理業務の

包括的な民間委託

。技術継承と人材育成

①指導監督能力の育成

－職員の現場における対
応能力向上のための計
画的な研修や実践的な
OJ Tの実施

②緊急時対応能力の強化

．定期的な受託事業者と
の緊急時対応等の実践
的訓練

CT総合的な能力の開発・
育成

・企画立案能力・課題解
決能力習得のための技
術系職員研修メニュー
の充実

－事業所と本庁間や知事
部局との定期的な人事
交流

。市町’民間事業者と連携

①市町の水質管理技術の維
持・向上を目指した研修
や水質管理上の懸案課題
等についての定期的な意
見交換会の実施等によ
る、水質管理の強化

②民間事業者と一体となっ
て「安全・安定」供給に
取り組むための連携した
訓練

。耐震化・老朽劣化対策

①大規模地震に備え、水管橋
や管路等の耐震化

②液状化が想定されている地
域の管路の耐震化や老朽劣
化対策として、分水施設等
における機器設備の更新

57億：円・2年間事業費

水
道
用
水
供
給
事
業
日
一

....・・・・E胃・・・・..開園z・・・園町掴．”・・・・E園陸圃・・・・..・・・・・・・E姐幽・

。未利用水等への対応

(P38) 
・県、市町の企業誘致部局
と連携し営業活動を展開

。効率的な事業執行（P38)

・コストと品質を重視した
適切な維持管理による
施設の長寿命化

。技術管理業務の

包括的な民問委託

．導入効果を検証しな
がら、包括的な民間
委託の継続

．贋．闘．．．．幽岨l個個園周・・・・・圃圃・・ E・・圃岡町・・ E・・・・・・1・・園周H・・・・・・圃・・圃・圃幽幽・・鴎．．副凪

。民間事業者との連携、

ユーザーとの協働

①民間事業者と一体とな
って「安全・安定J供
給に取り組むための連
携した訓練

②円滑な事業運営のため
のユーザーとの定期的
な協議や情報提供

。耐震化・老朽劣化対策

①水管橋や主要施設の耐震化

②施設の老朽劣化対策

79億円+2年間．事業費

エ：
業
周
一水
～道
事
業

④I 509001による品質向上取組｛P52)

⑤広報活動方針｛P53)
－目的を明確にした広報活動展開
．効果的・効率的な広報活動の
展開

⑥財務運営方針｛P54)
・8己資本の充実、利息負担の軽
減、企業債発行の抑制、内部留
保資金の確保と活用

⑦適正な資産管理｛P58)
－資金運用、未利用資産の計画的
な処分および活用

。水力発電事業の 1 II 0三重ごみ固形燃料発電所

民間譲渡 I II の安全・安定運転の取組

(P42) 

・市町のRD F製造施設、
関係部局、受託事業者等
と連携したRD Fの品質
管理や情報共有等

......・・・・胸・・町・・・E・・E・E・圃圃圃・・・開園...・・圃1・・・・・・・・・E幽幽圃E・・・・・聞・・・・・・t

第8章計画達成状況の
公表・評価 (P59) 

。水力発電事業の残務整理

の実施 (P43) 

. f_♀旦盛寒飽の処理
・国庫補助金の返還、企業
債の償還

・譲渡対象外資産の処理

等

－平成27年4月1日で
全ての譲渡を完了

cRDF焼却・発電事業の

新たな運営主体への

移管

電

気

事

業
－平成28年度までは、
引き続き企業庁が運営
主体となり任意適用事
業として運営

・平成？9年度以降の
運営主体について、
今後、関係部局で協議
し決定

－成果指標の実績把握と公表

・ユーザー、有識者などからの意見聴取

一…一…一一一一一 一一一 …＂＂＂＂＂~， 0 



l且L主主旦i
平成28年度

L主主
472 

出山一
L且.§.！！＿

2 I 

218 

Ll..ti 

L主主旦
立A呈Z
Llll 
L且IQ

♀ム且工
~工旦

2 I 

L斗i
企ふ弘工
企ム詮且
L旦旦土

約57億円を見

平成27年度以

見込む。

金に充当。

成27年度以降

企業債の発行を

以降は約39億

み。

第5章 3 電気事業 (P45) 

( 4）収支計画

i単位：百万円〕

区 分 平 成 26年度 平成 27年度
平成 28年度（補正後予算） （当初予草）

営業収益 1 4 1 3 1 1 3 8 I I 6 5 
附帯事業収議 I, 3 0 8 
営業外収議 3 7 5 337 54 

収 特別利益 I 9 5 404 

益 収益計 3 '2 9 1 1 8 7 9 1,2 1 9 
的 営業費用 1, 724 1, 728 I, 4 2 1 

収 附帯事業費用 1 1 0 2 

支 営業外費用 5 7 1 7 1 
特別損失 900 67 

費用計 3 7 8 3 1,812 1 4 2 2 
純利益 ;:., 492 67 ム 203

当年度末未処理欠損金 2 '7 3 3 2 ,6 6 6 2日69
企業慣
補助金

資 長期貸付金骨還金
本 その他収入 2日04 7 ,3 64 

収入計 2 8 0 4 7 3 6 4 的 建設改良費 1 4 5 1 収
主

慣還金 1 0 2 7 1 4 5 5 
その他守出 400 

支出計 I, 1 7 2 1 8 5 6 
資本的収支不 E額 1,6 3 2 5 5 0 8 

前年度末内部留保資金 2 '7 7 1 4' 6 2 6 9' 199 
資 純利益 ム492 67 ム 203
金 当年度分損益勘定留保資金等 7 1 5 ム 10 0 2 1 2 4 
収 資本的収支不足額 1,632 5 5 0 8 
支 単年度資金収支 1.855 4,573 ム 79 

当年度末内部留保資金 4 6 2 6 日，19 9 9 12 0 
（注）収主主的収支は税抜き、資本的収支は税込み。

ー四捨五入のため合計が合わない場合があります。
・RD F焼却，発電事業に係る附帯事業収益及び附帯事業費用は、平成 27年度からそれぞれ
営業収益及てF営業費用に移行します町

①収益的収支
0収益

• RDF焼却・発電事業に係る売電単価見込みとRDF製造量予測により、平
成27年度以降は電力料およびRDF処理受託料等で、約12億円～19

億円を見込む。

0費用

・ R.DF焼却・発電事業に係る費用と水力発電事業譲渡後の残務整理に
係る費用により、平成27年度以降は約14億円～18億円を見込む。
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: .平成27年度は、約7千万円の純利益を見込む。

1 ・平成28年度は、 RDF施設管理運営委託料の年割額の増等により、

； 約2億円の純損失を見込む。
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②資本的収支

0収入
－水力発電所の段階的譲渡に伴う固定資産売却代金などで、平成27年度
は約74億円を見込む。

0支出
－水力発電所の譲渡に伴う企業債の繰上償還や国庫補助金返還金など
で、平成27年度は約15億円の償還金が必要。

③資金収支
－平成28年度末の内部留保資金は約91億円を見込む。

( 5）長期債務償還計画

－企業債は、平成27年度末で完済する見込み。
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